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法学研究71巻3号（98：3）

石
川
一
雄
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
石
川
一
雄
君
が
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文
『
エ
ス
ノ
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
と
政
治
統
合
』
（
有
信
堂
、
一
九
九
四
年
、
二
五
七
＋
二
〇
頁
）

の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
序
－
国
民
国
家
を
い
か
に
超
え
る
か

五四三二一
章章章章章

六
章

七
章

八
章

九
章

政
治
統
合
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

エ
ス
ノ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
構
図

エ
ス
ノ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
多
極
収
差
の
枠
組
み

カ
ナ
ダ
連
邦
制
と
ミ
ー
チ
湖
憲
法
協
定

立
法
優
位
と
離
脱
権

　
－
改
憲
手
続
き
と
融
和
体
制

「
独
自
な
社
会
」

　
1
民
族
型
独
自
性
承
認
の
壁

連
邦
制
と
国
家
連
合

　
ー
ミ
ー
チ
湖
憲
法
協
定
以
後
の
連
邦
政
治

四
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

　
ー
1
多
極
収
差
体
制
を
め
ぐ
る
対
立
の
構
図

政
治
統
合
論
の
展
望

　
　
あ
と
が
き

　
　
事
項
・
人
名
索
引

　
　
引
用
・
参
考
文
献
リ
ス
ト

　
さ
ら
に
、
補
論
文
と
し
て
「
多
元
的
共
同
体
と
し
て
の
カ
ナ
ダ
連

邦
体
制
ー
カ
ナ
ダ
的
世
界
と
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
現

在
」
が
、
参
考
論
文
と
し
て
「
も
う
一
つ
の
危
機
の
二
〇
年
ー
国

際
関
係
論
と
ア
メ
リ
カ
ン
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
『
国
際
政
治
』
第
六
七

号
、
一
九
八
一
年
五
月
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
主
論
文
は
、
二
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
。
前
半
の
三
つ
の
章

は
、
政
治
統
合
に
関
す
る
理
論
的
な
考
察
で
あ
り
、
四
章
か
ら
八
章

か
ら
な
る
本
書
の
後
半
部
分
で
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
最
近
の
憲
法

改
正
問
題
を
事
例
と
す
る
実
証
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
カ
ナ
ダ
連
邦
は
、
過
去
三
〇
年
に
お
い
て
、
ケ
ベ
ッ
ク
問
題
の
深

刻
化
を
経
験
し
て
お
り
、
一
九
八
O
年
の
ケ
ベ
ッ
ク
州
民
投
票
、
一

九
八
二
年
の
英
国
か
ら
の
憲
法
移
管
、
一
九
八
七
年
の
憲
法
改
正
合

意
の
形
成
（
ミ
ー
チ
湖
憲
法
協
定
）
、
そ
れ
が
挫
折
し
た
後
の
改
憲

合
意
（
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
タ
ウ
ン
憲
法
協
定
）
と
そ
れ
に
続
く
レ
フ
ァ

レ
ン
ダ
ム
と
、
連
邦
政
治
は
大
き
く
揺
れ
動
い
た
。

　
し
か
し
、
本
論
文
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
展
開
を
叙
述
す
る
こ
と
を

主
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
事
例
研
究
を
つ

う
じ
て
目
的
と
さ
れ
る
の
は
、
多
民
族
共
存
の
た
め
の
融
和
的
な
統
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合
政
策
の
概
念
化
で
あ
る
。
「
立
法
優
位
の
原
則
」
、
「
改
憲
離
脱
権
」

と
「
離
脱
補
償
」
、
「
エ
リ
ー
ト
協
調
」
、
「
拒
否
権
付
与
」
な
ど
、
多

元
的
統
合
の
た
め
の
「
政
治
工
学
」
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
数
々
を
整
理

し
、
E
U
（
欧
州
連
合
）
を
は
じ
め
と
す
る
今
後
の
世
界
の
政
治
・

経
済
共
同
体
の
統
合
の
枠
組
み
を
考
え
る
素
材
を
提
供
し
よ
う
と
し

て
い
る
。

　
一
章
で
、
石
川
君
は
、
「
統
合
」
の
概
念
に
関
し
て
一
九
五
〇
1

七
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
政
治
学
を
彩
っ
た
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
を

「
国
民
（
民
族
）
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
名
付
け
、
そ
の
非
現
実

性
、
非
人
間
性
、
そ
し
て
非
政
策
妥
当
性
を
問
題
に
し
て
、
新
た
な

統
合
の
概
念
化
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
旧
来
の
同
質
化
、

一
体
化
、
中
央
権
力
の
確
立
を
軸
と
す
る
論
理
に
対
し
て
、
異
質
性
、

多
様
性
、
多
極
分
立
性
を
基
盤
と
す
る
多
極
収
差
（
ω
辞
眞
ヨ
讐
㊤
）

の
統
合
論
を
提
起
し
て
い
る
。

　
旧
来
の
統
合
観
は
、
交
通
、
通
信
網
の
発
達
が
国
家
社
会
の
多
様

な
部
分
の
結
合
を
緊
密
化
し
、
地
域
間
の
文
化
的
な
格
差
を
減
少
さ

せ
、
共
通
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
確
立
を
容
易
に
す
る
と
い
う

同
化
仮
説
を
中
心
に
置
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
諸
集
団
の

接
触
・
交
流
の
増
大
が
共
同
性
や
一
体
性
へ
の
自
覚
を
促
し
、
単
一

文
化
的
な
国
家
の
形
成
を
可
能
に
す
る
と
い
う
仮
説
と
、
近
代
的
な

民
主
主
義
体
制
を
安
定
化
・
効
率
化
さ
せ
る
に
は
政
治
文
化
の
同
質

化
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
仮
説
と
に
連
結
し
て
い
た
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
一
連
の
仮
説
の
妥
当
性
を
失
わ
せ
て
し
ま
っ
た
の
が
、

エ
ス
ニ
ッ
ク
な
紛
争
が
世
界
中
で
多
発
し
た
こ
と
で
あ
る
。
交
通
・

通
信
網
の
発
達
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
絆
を
強
化
し
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
集

団
の
動
員
主
体
性
を
促
進
し
、
社
会
的
断
片
化
を
も
た
ら
し
た
の
で

あ
る
。

　
そ
こ
で
、
下
位
集
団
の
文
化
的
な
異
質
性
と
各
集
団
の
独
自
の
主

体
性
の
確
保
を
前
提
と
す
る
統
合
の
概
念
化
が
必
要
で
あ
る
と
石
川

君
は
主
張
す
る
。
石
川
君
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
を
極
と
し
て
、
主

体
性
を
も
っ
た
極
と
極
の
間
の
相
互
性
に
着
目
す
る
。
多
極
収
差
の

統
合
は
、
極
と
し
て
の
ア
ク
タ
ー
の
主
体
性
・
自
己
決
定
性
・
自
立

性
の
確
保
を
前
提
と
し
て
、
さ
ら
に
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
性
の
存
在

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
統
合
で
あ
る
と
す
る
。
言
い
替
え
れ
ば
、
極

と
極
の
合
一
、
あ
る
い
は
敵
同
士
の
共
存
形
態
を
多
極
収
差
の
統
合

と
設
定
し
て
い
る
。

　
二
章
は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
問
題
を
対
象
に
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団

の
要
求
と
政
府
の
対
応
と
の
関
係
を
一
つ
の
図
の
な
か
に
位
置
づ
け

て
、
政
治
統
合
の
概
念
化
を
お
こ
な
い
、
共
存
の
枠
組
み
を
模
索
し

て
い
る
。
対
応
は
、
①
交
渉
拒
否
と
⑭
相
互
的
譲
歩
に
区
分
さ
れ
、

相
互
的
譲
歩
は
、
①
新
し
い
構
造
的
共
存
枠
組
み
の
制
度
化
、
②
分

離
・
独
立
、
③
国
際
統
合
（
地
域
統
合
）
の
選
択
肢
に
カ
テ
ゴ
リ
ー

143



法学研究71巻3号（’98：3）

化
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
石
川
君
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
要
求
を
目

標
の
範
囲
と
強
度
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
る
X
軸
（
要
求
表
出
、
緊
張

化
、
自
治
化
、
完
全
独
立
）
と
政
府
の
対
応
を
同
様
に
位
置
づ
け
る

Y
軸
（
政
策
調
整
、
緊
張
処
理
、
抑
圧
・
再
提
携
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
な

同
質
化
）
、
そ
の
間
で
示
さ
れ
る
構
造
的
分
化
あ
る
い
は
政
治
的
安

定
度
に
よ
っ
て
概
念
化
を
試
み
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
の
統
合
論
が
統
一
（
一
元
的
、
集
権
化
）
と

統
合
（
多
元
的
、
分
権
化
）
と
区
別
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
、
政
府
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
亀
裂
を
一
掃
す
る
こ
と
に
や
っ
き
に
な

り
、
同
化
政
策
を
と
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
が
逆
に
反
発
の
拡
大
や

紛
争
激
化
の
原
因
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
必
要
な
の
は
亀
裂
と
と

も
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
三
章
で
、
石
川
君
は
、
ま
ず
こ
れ
ま
で
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
紛
争

（
運
動
）
の
原
因
論
を
反
発
型
（
差
別
的
近
代
化
論
）
と
競
合
型

（
資
源
競
合
論
〉
に
整
理
す
る
。
反
発
型
は
、
中
心
と
周
辺
の
格
差

が
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
紛
争
の
発
生
原
因
で
あ
る
と
し
、
周
辺
部
に
お
け

る
相
対
的
な
価
値
剥
奪
に
視
点
を
定
め
よ
う
と
す
る
。
他
方
、
競
合

型
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
不
平
等
の
減
少
こ
そ
競
合
を
激
化
さ
せ
、
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
を
活
性
化
さ
せ
る
原
因
で
あ
る
と
す
る
。
石
川
君
は
、

競
合
型
に
よ
り
高
い
説
明
力
が
あ
る
と
軍
配
を
上
げ
る
が
、
そ
の
経

済
合
理
主
義
的
な
発
想
を
問
題
視
す
る
。
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
集
団
の
論

理
の
な
か
で
は
、
経
済
は
あ
く
ま
で
一
つ
の
変
数
に
す
ぎ
な
い
と
し
、

政
治
構
造
の
間
題
や
象
徴
の
果
た
す
機
能
の
把
握
が
必
要
で
あ
る
こ

と
を
説
く
。

　
さ
ら
に
、
石
川
君
は
、
多
民
族
の
共
存
を
可
能
に
し
て
き
た
融
和

的
な
紛
争
解
決
手
段
に
つ
い
て
類
型
化
を
試
み
る
。
横
軸
に
対
応
策

　
コ

を
口
社
会
関
係
の
刷
新
（
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
絆
で
は
な
く
、
利
害
の
一

致
に
重
点
を
置
い
た
社
会
関
係
の
再
編
成
）
、
圏
不
均
衡
是
正
（
経

済
的
な
中
心
か
ら
遠
い
地
域
で
の
経
済
的
、
政
治
的
不
満
を
解
消
さ

せ
る
た
め
の
政
策
）
、
周
協
調
（
対
立
す
る
集
団
間
に
友
好
的
な
提

携
関
係
を
生
み
だ
す
た
め
の
諸
政
策
）
、
團
分
権
化
（
単
一
の
エ
ス

ニ
ッ
ク
集
団
が
中
央
権
力
を
掌
握
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
権
限

を
分
散
す
る
方
策
）
の
四
つ
を
と
り
、
縦
軸
に
中
央
政
府
の
対
応
を

コ阻
協
調
的
政
策
対
応
（
エ
ス
ノ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
問
題
の
非
政
治
化
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

調
査
委
員
会
や
公
聴
会
の
設
置
・
開
催
、
行
政
面
で
の
譲
歩
）
、
B

権
力
機
構
の
再
編
（
地
域
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
参
加
を
確
保
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

め
の
権
力
組
織
の
改
革
）
、
いC
憲
法
的
対
応
（
統
治
の
分
権
化
と
権

利
の
保
障
を
含
ん
だ
憲
法
改
正
）
の
三
段
階
に
区
分
し
な
が
ら
、
融

和
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
（
六
九
頁
、
表
l
H
）
で
説

明
す
る
。
そ
こ
で
は
、
地
域
紛
争
の
民
主
的
な
処
理
を
行
う
た
め
に

案
出
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
工
学
的
試
み
、
つ
ま
り
民
主
的
な
工

夫
を
紹
介
し
て
い
る
。
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し
か
も
、
こ
れ
ら
の
民
主
的
な
工
夫
の
多
く
が
、
西
欧
の
民
主
主

義
国
家
、
と
く
に
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
i
型
議
会
制
民
主
主
義
国
家

か
ら
で
た
も
の
で
は
な
く
、
政
治
的
成
熟
度
が
低
い
と
み
な
さ
れ
て

き
た
諸
国
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
エ

ス
ニ
ッ
ク
に
分
裂
し
た
社
会
に
お
い
て
も
、
民
主
的
な
政
治
体
制
構

築
は
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
を
石
川
君
は
、
「
多
極
収
差
の
統
合
体
制
」

と
呼
び
、
具
体
的
に
カ
ナ
ダ
の
事
例
を
本
論
文
の
後
半
部
で
検
討
し

て
い
る
。

　
四
章
は
、
一
九
八
七
年
の
憲
法
改
正
合
意
（
ミ
ー
チ
湖
憲
法
協

定
）
の
形
成
の
過
程
を
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ケ
ベ
ッ

ク
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
要
求
と
、
連
邦
政
府
に
よ
る
対
応
の
内
容
が
検

討
さ
れ
、
協
定
に
よ
る
連
邦
と
州
の
間
に
お
け
る
権
限
の
配
分
に
関

す
る
規
定
の
変
更
が
、
連
邦
政
治
の
現
実
の
現
状
を
固
定
化
す
る
も

の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
協
定
が
、
政
府
で
は
な
く
、
英
語

系
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
よ
っ
て
潰
さ
れ
て
い
っ
た
状

況
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
五
章
は
、
ミ
ー
チ
湖
憲
法
協
定
に
含
ま
れ
た
憲
法
改
正
手
続
き
の

変
更
、
と
り
わ
け
司
法
判
断
に
対
す
る
「
立
法
優
位
」
の
制
度
と
大

連
合
の
た
め
の
「
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
（
改
正
離
脱
権
）
」
に
つ
い
て

詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
が
、
連
邦
対
州
、
中
央
対
地
域

と
い
っ
た
二
つ
の
レ
ベ
ル
の
主
権
の
相
克
に
対
す
る
最
終
的
な
選
択

と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
く
が
、
そ
れ
ら
が
、
連
邦
と
州
の
首
相
と

い
う
少
数
の
エ
リ
ー
ト
に
よ
り
合
意
さ
れ
、
「
エ
リ
ー
ト
協
調
」
に

よ
る
融
和
の
事
例
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
六
章
は
、
ミ
ー
チ
湖
憲
法
協
定
の
核
と
な
る
「
独
自
な
社
会
（
島
甲

鉱
ロ
9
ω
o
息
①
¢
）
」
と
し
て
の
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
憲
法
的
認
知
を
取
り

上
げ
て
い
る
。
こ
の
間
題
は
、
カ
ナ
ダ
連
邦
の
な
か
で
ケ
ベ
ッ
ク
州

の
民
族
的
独
自
性
が
承
認
さ
れ
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
「
独
自
な
社
会
」
条
項
が
提
示
さ
れ
た
背
景
、
そ
の
内
容
、
そ

し
て
三
年
に
お
よ
ぶ
批
准
過
程
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
と
最
終

的
に
不
成
立
に
終
わ
っ
た
経
緯
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

　
七
章
は
、
ミ
ー
チ
湖
憲
法
協
定
が
批
准
を
拒
否
さ
れ
た
後
、
改
め

て
多
極
収
差
の
統
合
が
い
か
に
模
索
さ
れ
た
か
を
、
一
九
九
二
年
ま

で
の
時
期
を
対
象
に
説
明
し
て
い
る
。
分
析
の
中
心
は
、
一
九
九
二

年
八
月
二
八
日
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
タ
ウ
ン
憲
法
協
定
作
成
に
い
た
る

議
論
の
過
程
と
憲
法
協
定
の
内
容
で
あ
り
、
い
か
に
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
英
語
州
の
地
域
主
義
と
の
妥
協
が
は
か
ら
れ
た
か

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
八
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
憲
法
協
定
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
表

面
化
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
さ
ら
に
深
く
検
討
し
、
カ
ナ

ダ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
四
つ
に
整
理
し
直
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

エ
ス
ニ
ッ
ク
で
あ
る
と
同
時
に
地
域
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
も
あ
る
ケ
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ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
ノ
ン
・
エ
ス
ニ
ッ
ク
で
地
域
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
で
も
あ
る
西
部
の
地
域
主
義
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
で
あ
る
が
地

域
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
は
な
い
先
住
民
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
唯
一
国

家
レ
ベ
ル
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
四
つ
が
、
多
極
収
差
体
制
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
、
最
後
は
妥
協
に

い
た
る
構
図
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
九
章
で
は
、
前
半
部
の
理
論
的
な
考
察
と
後
半
部
の
実

証
研
究
の
部
分
を
つ
な
げ
、
改
め
て
「
多
極
収
差
」
の
統
合
の
概
念

化
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
最
後
に
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
融

和
を
促
進
す
る
以
下
の
よ
う
な
諸
条
件
を
提
示
し
、
「
政
治
工
学
」

的
な
政
策
提
言
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
第
一
は
「
エ
リ
ー
ト
協

調
」
体
制
、
第
二
は
社
会
的
寛
容
さ
、
第
三
に
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
や

地
域
集
団
間
の
相
互
性
、
互
恵
性
の
確
保
、
第
四
は
閉
鎖
的
で
な
い

エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
、
第
五
は
非
暴
力
的
間
題
処
理
を
受
け
入
れ
う
る

政
治
的
な
合
意
の
存
在
、
第
六
に
中
央
集
権
体
制
で
は
な
く
、
さ
ま

ざ
ま
な
サ
ブ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
単
位
へ
の
分
権
化
を
許
容
す
る
姿
勢
、

第
七
に
既
存
の
主
権
国
家
が
人
間
の
最
終
的
な
生
活
単
位
だ
と
考
え

る
習
慣
の
放
棄
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
論
文
は
、
理
論
研
究
と
し
て
の
側
面
と
、
カ
ナ

ダ
を
対
象
と
し
た
実
証
的
な
地
域
研
究
と
し
て
の
側
面
を
も
っ
て
い

る
。
以
後
、
こ
れ
ら
の
側
面
に
従
っ
て
、
本
論
文
の
意
義
と
問
題
点

を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
石
川
君
は
、
こ
れ
ま
で
欧
米
の
国
際
政
治
学
に
お
け
る
ポ
ス
ト
・

モ
ダ
ン
な
流
れ
を
フ
ォ
ロ
ー
し
な
が
ら
、
す
で
に
一
九
八
O
年
代
の

初
め
か
ら
国
際
政
治
理
論
に
お
け
る
科
学
主
義
批
判
を
展
開
し
て
き

た
（
参
考
論
文
）
。
さ
ら
に
、
わ
が
国
の
政
治
学
界
に
お
け
る
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
研
究
の
先
駆
け
的
役
割
を
果
た
し
、
し
か
も
、
そ
れ
を
ポ

ス
ト
・
モ
ダ
ン
な
知
の
枠
組
み
の
な
か
で
展
開
し
て
き
た
（
「
政
治

統
合
の
規
範
的
枠
組
み
1
紛
争
の
論
理
と
統
合
の
非
論
理
」
『
法

学
研
究
』
第
五
六
巻
第
三
号
、
一
九
八
三
年
三
月
で
あ
り
、
手
を
加

え
て
本
論
文
の
第
一
章
と
な
っ
て
い
る
）
。
そ
の
石
川
君
が
、
実
証

分
析
に
基
づ
い
た
比
較
枠
組
み
の
構
築
を
目
指
し
な
が
ら
も
、
従
来

の
比
較
政
治
学
的
姿
勢
と
は
異
な
り
、
精
密
な
科
学
主
義
的
か
つ
発

展
主
義
的
な
理
解
を
否
定
し
、
国
民
国
家
型
の
政
治
統
一
論
に
決
別

し
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
多
元
主
義
的
規
範
理
論
を
展
開
し
て
い
る
と
こ

ろ
が
、
本
論
文
の
最
大
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
本
論
文
は
、
国
際
社
会
と
国
家
、
社
会
と
個
人
と
い
っ

た
従
来
の
社
会
性
と
個
別
性
と
を
分
離
す
る
二
分
法
的
な
思
考
を
越

え
、
真
に
多
元
的
・
多
層
的
な
方
向
を
目
指
し
て
い
る
点
で
も
重
要

で
あ
る
。
説
明
さ
れ
て
い
る
「
多
極
収
差
」
の
統
合
は
、
R
・
ダ
ー

ル
や
E
・
ノ
ー
ド
リ
ン
ガ
ー
ら
の
論
考
に
多
く
負
い
な
が
ら
も
、
A

・
レ
イ
プ
ハ
ル
ト
の
多
極
共
存
型
民
主
主
義
の
モ
デ
ル
と
は
一
線
を
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画
し
た
、
新
し
い
政
治
学
へ
の
道
を
切
り
開
こ
う
と
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
ダ
ー
ル
な
ど
が
析
出
し
た
諸
変
数
を
、
レ
イ
プ
ハ
ル
ト
が
、

行
動
主
義
的
な
理
論
認
識
に
基
づ
い
て
モ
デ
ル
化
し
た
も
の
に
対
し

て
、
石
川
君
は
、
同
じ
変
数
を
使
っ
て
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
な
分
脈

の
な
か
で
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
し
か
も
、
石
川
君
は
、
R
・
ロ
ー
テ
ィ
、
W
・
コ
ノ
リ
ー
や
C
・

テ
イ
ラ
ー
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
な
政
治
秩
序
論
を

さ
ら
に
越
え
、
政
治
統
合
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
新
た
な
る
分

析
視
角
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
本
論
文

は
、
科
学
主
義
、
合
理
主
義
を
支
え
た
近
代
的
知
と
の
決
別
で
あ
り
、

二
〇
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
「
ア
メ
リ
カ
現
代
政
治
学
」
と
の
決
別
を
意

味
す
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
論
的
な
展
開
と
位
相
が
、
本
論
文
に
お

い
て
十
分
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。

理
論
的
思
考
の
詳
細
な
展
開
が
な
い
こ
と
が
、
本
論
文
の
問
題
点
に

な
っ
て
い
る
。
理
論
的
な
思
考
の
展
開
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
こ

と
が
、
石
川
君
の
次
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
国
民
国
家
を
超
え
て
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
E
・
ハ
ー
ス

の
著
作
の
題
名
に
な
っ
た
よ
う
に
一
時
代
を
画
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
国
際
統
合
論
が
、
最
終
的
な
統
合
状
態
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
確

な
認
識
を
も
た
ぬ
ま
ま
に
超
国
家
、
脱
国
家
の
統
合
を
う
た
い
、
実

施
的
に
は
、
か
つ
て
国
家
に
対
し
て
描
い
た
夢
を
今
度
は
国
際
統
合

体
の
な
か
で
描
こ
う
と
し
た
だ
け
で
あ
る
こ
と
（
四
八
頁
）
、
統
一

と
統
合
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
（
二
三
六
－
八
頁
）
と
い
う
、
石
川

君
の
議
論
に
は
説
得
力
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
キ
ー
概
念
で
あ
る
「
多

極
収
差
」
お
よ
び
融
和
的
対
応
の
分
類
（
修
正
版
、
二
四
三
頁
、
表

l
W
）
は
、
多
民
族
国
家
の
国
家
建
設
プ
ロ
セ
ス
を
研
究
対
象
と
す

る
研
究
者
や
国
民
国
家
以
後
の
政
治
体
制
を
模
索
し
て
い
る
研
究
者

に
と
っ
て
大
き
な
貢
献
と
刺
激
と
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
を
事
例
と
す
る
「
多
極
収
差
」
を
も
っ
て
普
遍

化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
大
き
な
間
題
が
存
在
す
る
。
例
え

ば
、
国
際
統
合
論
が
そ
の
題
材
と
し
た
E
C
S
C
（
欧
州
石
炭
鉄
鋼

共
同
体
）
か
ら
発
展
し
た
現
在
の
E
U
（
欧
州
連
合
）
を
こ
の
概
念

で
十
分
説
明
で
き
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
カ
ナ
ダ
の
よ
う
な

先
進
国
で
は
な
く
、
国
家
建
設
の
過
程
に
あ
る
発
展
途
上
国
に
適
用

で
き
る
か
も
間
題
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
「
多
極
収
差
」
と
い

う
考
え
方
が
、
非
常
に
重
要
な
問
題
提
起
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
次
に
、
カ
ナ
ダ
研
究
と
し
て
本
論
文
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
カ
ナ
ダ
の
連
邦
政
治
の
問
題
を
こ
こ
ま
で
詳

細
か
つ
体
系
的
に
分
析
し
た
研
究
は
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
い
。
と
く

に
改
憲
作
業
に
か
か
わ
る
政
治
過
程
の
描
写
は
、
わ
が
国
で
は
初
め

て
の
も
の
で
あ
り
、
駐
カ
ナ
ダ
日
本
国
大
使
館
で
専
門
調
査
員
と
し
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て
過
ご
し
た
石
川
君
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
の
賜
で
あ
る
。
と
く

に
、
こ
れ
ら
の
政
治
過
程
の
分
析
を
通
じ
て
、
集
団
権
重
視
と
個
人

中
心
主
義
と
い
う
「
二
つ
の
自
由
主
義
モ
デ
ル
の
対
立
」
を
見
い
だ

し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
本
論
文
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
問
題
を
め
ぐ
る
連
邦
政
治
の
展
開

を
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
政
治
統
合
理
論
の
適
用
対
象
と
し
て
設
定
し
、
理

論
と
実
証
の
両
面
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
も
わ
が
国
の
学
会

に
お
い
て
初
め
て
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
単
な
る
現
状
分
析
に

終
わ
る
こ
と
な
く
、
現
実
の
政
策
分
析
に
し
っ
か
り
と
取
り
組
ん
で

い
る
と
こ
ろ
に
も
、
本
論
文
の
大
き
な
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
面
で
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
五

章
の
改
憲
離
脱
に
関
す
る
論
述
は
、
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
と
拒
否
権
、

あ
る
い
は
補
完
性
原
理
と
同
様
な
機
能
を
実
態
化
さ
せ
て
い
る
立
法

優
位
条
項
に
つ
い
て
は
、
説
明
が
不
十
分
で
あ
り
、
よ
り
詳
し
い
も

の
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
さ
ら
に
検
討
が
望
ま
れ
る
問
題
が
残
っ
て
い
る

と
し
て
も
、
本
論
文
の
学
会
に
対
す
る
貢
献
は
極
め
て
大
き
い
と
判

断
す
る
。
す
で
に
主
論
文
は
、
都
丸
潤
子
『
国
際
政
治
』
第
二
〇

号
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
、
正
射
朝
香
『
歴
史
学
研
究
』
第
六
七
八

号
、
一
九
九
五
年
工
月
、
佐
藤
宏
『
思
想
』
第
八
五
〇
号
、
一
九

九
五
年
四
月
な
ど
の
書
評
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
全
体
と
し
て
非

常
に
好
意
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
主
論
文
の
出
版
と
博
士
請
求
論
文
と
し
て
の
提
出
の
間
に

時
間
的
な
差
が
あ
る
の
は
、
著
者
の
病
気
の
な
せ
る
業
で
あ
り
、
石

川
君
が
大
病
を
克
服
さ
れ
、
研
究
に
復
帰
さ
れ
た
こ
と
は
大
い
に
喜

ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
主
論
文
公
刊
後
の
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
連
邦
政

治
の
展
開
は
、
補
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
「
多
元
的
共
同
体
と
し

て
の
カ
ナ
ダ
連
邦
体
制
ー
カ
ナ
ダ
的
世
界
と
ケ
ベ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
現
在
」
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
る
。

　
よ
っ
て
審
査
員
一
同
、
本
論
文
が
博
士
（
法
学
、
慶
慮
義
塾
大

学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
あ
る
と
判
断
し
、

こ
こ
に
そ
の
旨
報
告
す
る
次
第
で
あ
る
。

平
成
九
年
九
月
三
〇
日

主
査

副
査

副
査

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員

慶
磨
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
社
会
学
博
士

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
哲
学
（
℃
『
O
）
博
士

田
中
　
俊
郎

関
根
　
政
美

添
谷
　
芳
秀
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